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医療的ケア児支援法施行

学校教育法等改正

仙台市における状況変化

GIGAスクール構想に基づく一人一台端末
新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告

国の動向

・合理的配慮、基礎的環境整備

新特別支援学校高等部学習指導要領公示

学校教育法施行規則改正

・インクルーシブ教育システムの理念・合理的配慮

・高等学校、特別支援学校高等部における病気療養児を対象とした特例制度

・認定就学制度の廃止、総合的判断（本人・保護者の意思を可能な限り尊重）による就学制度

・多様な学びの場の整備、交流及び共同学習の推進

・高等学校等における病気療養中等の生徒に対するメディアを利用して行う授業の単位習得等の上限を緩和

●特別支援教育関係　〇関連法等

特別支援教育課だより「ONE POINT」開始

「令和2年度版仙台市の特別支援教育」発行
病気療養児に対する遠隔教育推進事業

第二期仙台市教育振興基本計画策定

特別支援教育介助員配置

●教育関連　〇関連法等

仙台市における特別支援教育の在り方について（最終報告）

鶴谷特別支援学校へのOT・PT配置

鶴谷特別支援学校へのST配置

特別支援教育実践研究協力校事業開始

・差別の禁止、合理的配慮の提供等

・発達障害児早期発見と幼少期からの適切な発達支援

・個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成の推進

特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告
・全ての新規採用職員が概ね10年以内に特別支援教育を複数年経験するよう努める等

特別支援教育の本格的実施（文部科学省初等中等教育局長通知）

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支
援教育の推進（中央教育審議会初等中等教育部会報告）

学校教育法施行令改正

義務標準法改正（通級による指導の教員定数の基礎定数化）

小中学校段階の病気療養児に対する同時双方向型授業配信の制度化
・個別の教育支援計画作成における関係機関との情報共有の制度化

学校教育法施行規則改正

高等学校等における通級による指導の制度化

新特別支援学校小学部・中学部学習指導要領公示

改正発達障害者支援法施行

障害者差別解消法施行

学校教育法施行規則等改正

障害者権利条約批准

改正障害者基本法施行

特別支援教育をめぐる国の動向及び仙台市の状況変化

・可能な限り共に教育を受けられるように配慮しつつ教育の内容及び方法の改善・充実

医療的ケア児支援における巡回指導医制度開始

LD・ADHD等通級指導教室モデル事業開始

特別支援学級指導支援員配置

・小中学校における特別支援教育の推進
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23

平成

・「特殊教育」から「特別支援教育」へ

・特別支援学校のセンター的機能

・盲、聾、養護学校から特別支援学校へ

3

特別支援教育推進プラン2018策定

特別支援学級パワーアップサポート事業開始

LD等通級指導巡回モデル事業開始
オンラインでの居住地校交流、地区別連絡協議会等実施

障害のある幼児の入学ガイダンス開始
仙台市の就学支援の在り方について（最終報告）

特別支援教育フェスティバル開催
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令和

1
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ICT支援員全校配置

特別支援学級指導支援講師配置

仙台市障害者差別解消条例施行

個別の教育支援計画作成のための基礎資料

全小学校に多層指導モデルMIM導入

仙台市教育構想2021策定

仙台市児童クラブ実施要綱等一部改正
仙台市特別支援教育推進プラン検討委員会設置

教育委員会内に指導看護師（1名）を配置

資 料 ４

特別支援教育の

草創期

共生社会

インクルーシブ教

育システムの構築

合理的配

慮の提供

個別の教育

支援計画・

指導計画

差別の禁止

GIGAスクール

構想・ICT

高校における

特別支援教育

大切なひとり

共に生きるみんな


